
議案第３３号 

 

木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係る契約の変 

更契約の締結について 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律

第１１７号）第１２条の規定により、平成３０年第２回定例会議案第５１号をもって

議決された木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係る契約につい

て、下記のとおり変更契約を締結するため、同条の規定により議会の議決を求める。 

 

令和４年３月１５日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

１ 契約の目的 木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業第４回

変更契約 

 

２ 変 更 事 項 変更前の契約金額 １，５１０，３７０，２０４円 

         変更による増額分       ８６５，６１２円 

         変更後の契約金額 １，５１１，２３５，８１６円 

 

３ 契約の相手方 京都府木津川市山城町椿井伊賀落２６番地３ 

木津川学校空調サービス株式会社 

         代表取締役 源 昇 



参考資料（議案第３３号） 

 

木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係る契約の変 

更契約の締結について 

 

１ 契約変更の説明 

  木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業契約書第６９条及び別紙

１２に基づき、維持管理のサービス対価の改定を行ったため変更契約を行うもので

す。 

 

２ 契約変更の内容 

維持管理のサービス対価 

   変更前 ３８２，８８２，４６９円 

   変更後 ３８３，７４８，０８１円 


